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たんぎん住宅ローンフラット３５パッケージ 
平成２３年６月１日現在 

１．商 品 名 ・たんぎん住宅ローンフラット３５パッケージ 
２．ご融資形態 ・証書貸付 
３．ご利用いただける方 ・次の条件をすべて満たしている個人のお客さま 

 ①フラット３５の申込基準を満たし、かつフラット３５を同時申込でき

る方 
 ②申込時および実行時の年齢が満２０歳以上６５歳未満の方で、最終ご

返済時の年齢が満８０歳未満の方 
 ③安定継続した所得のある方 
 ④当行所定の団体信用生命保険に加入可能な方 
 ⑤住宅金融支援機構の住宅融資保険を付保できる方 
 
 

４．お使いみち ・フラット３５が定める技術基準に適合する住宅であり、本人が居住する

ための次の資金とします。 
 ①住宅の新築資金 
 ②店舗付併用住宅の新築または購入資金（ただし、住宅部分の面積が総

床面積の５０％以上あることとします。） 
 ③住宅購入資金（マンション・中古住宅を含む。） 
 ④借換資金（リフォーム資金は含まない。） 
 
 

５．ご融資金額 ・１００万円以上５，０００万円以内（１万円単位）で、かつ次の範囲内

とします。 
 ①本ローンの利用割合は、原則として、ご融資額合計の３０％以上とし

ます。 
 ②本ローンとフラット３５の融資額合計が、フラット３５の融資対象と

なる総所要資金の１００％以内とします。 
 ③前年度の税込年収に占める年間総返済額の割合が次の比率を超えな

い範囲内とします。 
前年度税込年収 返済比率 

４００万円未満 ３０％ 
４００万円以上 ３５％ 

 ＊借主の年収には、配偶者または同居する直系親族、婚約者のうち１名

の年収を加算することができます。ただし、合算者は、連帯債務者ま

たは連帯保証人とさせていただきます。 
 
 

６．ご融資期間 ・１５年以上３５年以内（１年単位）で、完済時の年齢が満８０歳未満 
・借換資金の場合は、３５年から住宅取得時に借入した住宅ローンの経過

期間（１年未満切り上げ）を減じた期間とします。 
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７．金 利 

(１)金利の種類 

・基準金利は、当行が定める変動金利型住宅ローンの基準金利とします。 
なお、基準金利は毎月下旬に見直しを行い、翌月１ヶ月間の金利を決定

します。 
・適用される基準金利は、実際にお借入いただく月の金利となります。 
・加入される団体信用生命保険が次の場合は、基準金利に次の金利を上乗

せした金利を適用させていただきます。 
 ①３大疾病保障特約付団体信用生命保険・・・０．３％ 
 

(２)ご融資後の 

金利の見直し 

・毎年２回（４月１日、１０月１日）を基準日として見直します。変動が

あればその変動幅と同じ幅変動し、それぞれ７月、翌年１月の返済分よ

り適用いたします。 
 

(３)金利の差引き ・次のお取引項目等により、基準金利より最大年１．５％差し引かせてい

ただきます。 
 ただし、金利差引期間中にご返済が遅延した場合は、金利差引は中止さ

れ、銀行が定める基準金利が適用されます。 
Ⅰ．原則として勤続年数２年以上の給与所得者の方は、金利を年０．８％

差し引かせていただきます。 
Ⅱ．次のお取引項目①および②をご契約いただける方は、金利を年０．５％

差し引かせていただきます。 
 ①給与振込 
 ②ＩＣバンクカード、カードローン、たんぎんダイレクトのいずれか１

項目 
Ⅲ．次により算出した「自己資金割合」が１０％以上の場合は、金利を年

０．２％差し引かせていただきます。 

  自己資金割合＝          ×１００ 
 
 

８．手 数 料 ・事務取扱手数料・・・１件につき８４,０００円（消費税込） 
 繰上返済手数料 
① 一部繰上返済手数料・・・・７,３５０円 
② 全額繰上返済手数料・・・１０,５００円 

・その他返済条件を変更する場合は、当行所定の手数料が必要となります。 
 

９．ご返済方法 ・毎月元利均等返済 
 ただし、６ヶ月毎の増額返済を併用することができます。 
 この場合、増額返済の合計金額は、ご融資金額の５０％以内とさせてい

ただきます。 
 

１０．保 証 人 ・原則として保証人は不要ですが、次の場合は本ローンの連帯保証人とさ

せていただきます。 
 ①担保提供者 
 ②当行が必要と認めた場合 
 

自己資金－諸費用 
所要資金－諸費用 
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１１．担 保 ・融資対象物件及びその敷地に対して、住宅金融支援機構を抵当権者した

第 1順位抵当権の次順位に、当行を抵当権者とする抵当権を設定させて
いただきます。 

・建物には、本ローン融資額とフラット３５融資金額の合計額以上の火災

保険に加入していただきます。 
 なお、当行所定の要件に該当する場合は、当行を質権者とする質権を設

定させていただきます。（確定日付料 700 円が必要となります。） 
１２．当行が契約 

している指 

定紛争解決

機関 

・全国銀行協会 
  連絡先 全国銀行協会相談室 
  電話番号 0570‐017109または 03‐5252‐3772 

１３．その他参考 

となる事項 

・返済額の試算をご希望の方は、融資窓口へお申し出ください。 
・お申込みにあたっては、当行所定の審査をさせていただきます。審査の

結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめ

ご了承ください。 
 

 


